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「宮城野原広域防災拠点整備事業」に係る大規模事業評価について（答申） 

平成２６年１月１６日付け復政第８０号で諮問のありましたこのことについて，行政評

価委員会条例第６条第１項第２号及び同条第７項の規定により，大規模事業評価部会で審

議した結果を別紙のとおり答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４



 

（別紙） 

 

宮城野原広域防災拠点整備事業については，行政活動の評価に関する条例第５条第１項

に基づく書面（評価調書）をもとに，事業の必要性，有効性，適時性及び効率性等，同条

例施行規則第１７条第１項に定める基準に従い審議した結果，事業を実施することは妥当

と認めます。 

ただし，同条例第１０条第１項に基づく書面（評価書）を作成するに当たっては，下記

に掲げる事項について更に検討を行い，その結果を同書面に適切に反映させることを求め

ます。 

 

記 

 

事業の実施に当たっては，事業予定地において地震等の災害が発生した場合でも，広域 

防災拠点としての必要な機能を発揮できるよう，設計の過程で十分な検討を行うこと。 

 

 


